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第１章 計 画 の 基 本 的 な 考 え 方 

 
1・ 目  的 
 

 21世紀を迎え、わが国は、少子・高齢化の進展に代表されるような大きな社会構造

の転換期に直面しています。女性も男性も責任を分かち合いつつ、その個性と能力を

十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、世界共通の重要な課題となっています。

特に男女の機会均等をめぐっては、様々な取り組みの中で制度的には実現されている

ものの、実態としてはいまだ達成できていないものも少なくありません。 

｢阿蘇市男女共同参画推進計画書｣は、今後、阿蘇市に暮らす市民一人ひとりが自

立して、家庭や職場、地域でそれぞれの個性を発揮し、お互いの人権を尊重しながら

共生していきいきと暮らしていくことをめざして、個人としての女性と男性、行政、

関係機関、団体、企業、地域などが一体となって取り組むべき方向性を示したもので

す。 

 

 

２・ 期  間 

 

 この計画の期間は、２００７(平成１９年度)～２０１１(平成２３年度)までの５年

間とします。 
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３・計画の推進とその骨格 

 

 この計画の推進については、広く市民の意見を反映させ、市民と行政が一体となり

取り組んでいきます。 

 

推 進 

広く市民の意見を反映し、市民と一体となって取り組みます。 

 

市職員の意識高揚をはかり、全庁で取り組みます。 

 

国や県等、関係機関や団体との連携と協力をはかります。 

 

 

 

骨 格 

男女共にお互いの人権を尊重し、自由な生き方を選択できるよう｢意識づくり｣、

｢男女共同参画の推進｣をはかり、そのための｢環境づくり｣をテ－マとし、市行政全

般の整備・充実を明解に示すことをこの計画の骨格とします。 
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第 2 章 

 

 

計 画 の 内 容 

 

 

 

 

 

基 本 目 標 

1  男女共同参画の促進 

2  仕事と家庭との両立支援 

3  人権尊重と男女平等の推進 

4  推進体制の整備 
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計画の体系図 
 

 

男女共同参画社会の実現のための 

阿蘇市男女共同参画推進計画書 

 

基本目標 課  題 

(1)女性人材の育成・登用 1男女共同参画の促進 

 (2)男女共同参画への意識啓発 

(1)就業・労働における男女平等の促進 

(2)家庭・地域社会における男女共同参画の促進 

2仕事と家庭との両立支援 

 

(3)子育て支援策の充実 

(1)人権・性の尊重 

(2)暴力根絶への取り組み 

(3)男女平等教育・学習の充実 

(4)だれもが利用しやすい施設の整備 

3人権尊重と男女平等の推進 

(5)国際理解と交流の推進 

(1)庁舎推進体制の充実 

(2)市民との連携・協働体制の充実 

4推進体制の整備 

(3)関係機関との連携 
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基本目標 1 男女共同参画の促進 

 

 男女共同参画社会基本法第5条では｢男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の

対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における

方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われば

ならない。｣と、5つの基本理念の1つである｢政策等立案及び決定への共同参画｣に

ついて規定しています。 

 国が平成15年4月に発表した｢女性のチャレンジ支援策｣では、平成32年を目標に

指導的地位に占める女性の割合を30ﾊﾟ-ｾﾝﾄにすると、積極的改善措置を掲げていま

す。 

 阿蘇市でも、各種審議会や委員会において、女性委員の比率を30ﾊﾟ-ｾﾝﾄにすると

いう目標値を設定し、委員の選考過程などに男女共同参画の視点を盛り込むと同時に、

女性の人材育成のための取り組みを推進します。 

 また、男女共同参画社会の形成は、市民が関心を持ち、理解を深めながら交流する

ことも必要です。男女共同参画について、市民への積極的な意識啓発を図っていきま

す。 
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基本目標 1 男女共同参画の促進 

 

課題(1) 女性人材の育成・登用 

  

委員会や審議会への男女比率が偏らないように、女性委員の参画の拡大を促進しま

す。また、そのためには、各分野で活躍している女性団体やグル－プの活動を活性化

させる施策を実施し、女性人材の育成を図ります。 

 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 各種審議会や委員会における構成メンバーは男性女性が偏

ることなく選出し、女性委員の比率が庁内全体で20ﾊﾟ-ｾﾝﾄ以

上になるように努めます。 

 

関連各課 

 

② 地域課題として取り組む人材育成を支援します。 

 

関連各課 

 

③ 女性農業委員が誕生するよう、他市町村の女性農業委員の

活躍の現状や、男女共同参画社会の重要性についての啓発活

動を行い、女性農業委員の積極的登用を提案していきます。 

 

④ また、各種団体推薦委員については各推薦母体に同様の啓

発活動を実施していきます。 

 

農業委員会 
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基本目標 1 男女共同参画の促進 

 

課題(2) 男女共同参画への意識啓発 

  

男女共同参画とは何か。できるだけ多くの市民に積極的にＰＲし、意識啓発を図り

ます。 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 男女共同参画に関するパンフレットを各事業所へ配布し、

男女共同参画社会の重要性をＰＲします。 

                〔２―(１)―①再掲〕 

関連各課 

 

② 市のホームページから情報提供や、各種相談・情報窓口に

リンクできるようにします。 

                 

情報課 

 

③ 男女共同参画社会について、地域コミュニティ(町内会、

自治会、ＰＴＡ、生涯学習団体等)の要請に基づいて、専門

講師を派遣します。 

                〔３―(３)―②再掲〕 

総務課 

教育委員会 

人権啓発課 

 

④ 広報・ホームページの作成にあたっては、性差別表現に細

心の注意を図ります。 
情報課 

 

⑤ 各種イベント開催時に、男女共同参画社会についての重要

性をＰＲするパンフレットを配布します。 
関連各課 
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基本目標 ２ 仕事と家庭との両立支援 

 

 男女共同参画社会基本法第６条には、５つの基本理念の1つ｢家庭生活における活

動と他の活動の両立｣が規定されており、｢男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、この養育、家族の介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外

の活動を行うことができるようにすることを旨として、行わなければならない。｣と

しています。 

 人々の生活基盤を築くために、就業はなくてはならないものです。男性、女性の区

別なく、個人の能力を活かして働くことができる環境づくり、多様な働き方に対する

労働条件の整備が、男女共同参画社会の形成にとって重要となります。 

 不安定な社会経済状況の中、女性が働きつづけるためには、家庭との両立が必要で

す。働きながら育児をする親が増えているため、待機児童の解消に向け、子育て支援

策の充実を図ります。 

 また、仕事と家庭の両立には、男性も女性も社会的責任をみたすことが求められま

す。協力的な家庭をつくりあげ、男女がともに生き生きと輝く社会を目指し、施策の

展開を図ります。 
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基本目標 ２ 仕事と家庭との両立支援 

 

課題(1)  就業・労働における男女平等の促進 

 

生産年齢人口が減少傾向にある今日では、男女問わず社会の一員として仕事に従

事する必要に迫られています。女性の就業能力開発の機会を確保し、企業において

も男性労働者、女性労働者ともに子育てや介護などの家族的責任を果たしながら、

能力や状況に応じて働き続けることができる環境づくりに努めます。また、多様な

働き方に対する労働条件の整備など、働く場における実質的な男女格差を解消し、

労働条件の向上を促進します。 

 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 男女共同参画に関するパンフレットを各事業所へ配し、

男女共同参画社会の重要性をＰＲします。 

               〔１―(２)―①再掲〕 

関係各課 

 

② ハローワーク等の関係機関との連携を強め、労働環境つ

いての情報収集を行います。 

               〔４―(３)―①再掲〕 

企画推興課 

 

③ 商工会等と協力し、平等な労働環境が確保されるよう事

業所へ情報を提供します。 

               〔４―(３)―②再掲〕 

商工観光課 
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基本目標 ２ 仕事と家庭との両立支援 
 

課題(2)  家庭・地域社会における男女共同参画の促進 

 

 男性も女性も社会的責任と家族的責任を果たすことが求められている中で、協力

的な家庭をつくりあげるために、料理講習会や子育て教室等、男性の生活的自立を

図る講座の充実を図ります。また、地域社会活動へ市民の参加を促進するとともに、

男女共同参画による地域コミュニティの形成を図る施策を推進します。 

 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 子育て支援センター事業等の実施に際しては、父親が

参加しやすい日時設定等、父親が主体的に事業に参加で

きる環境を整備します。 

 

健康福祉課 

 

② 親子交流事業を推進し、家事・育児等の講座を実施す

るとともに、意識啓発・情報提供を行い、父親が子育て

に参加しやすい環境づくりを推進します。 

 

健康福祉課 

 

③ 農家における家族内の労働時間や給与等の取り決めを

明確化する｢家族経営協定｣の導入を促進します。 

 

農政課 

農業委員会 
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基本目標 ２ 仕事と家庭との両立支援 
 

課題(3)  子育て支援策の充実 

 

 働きながら育児をする親が増えています。多様化する保育ニーズに対応し子どもの

健やかな育成のため、保育内容の充実を図り、同時に、放課後児童健全育成事業の充

実のため、育成時間の延長等、育成機能の強化も図ります。また、子育ての不安解消

のための相談体制の強化として、子育て支援センターの充実を図るなど、子育てに関

する支援体制の確立を目指します。 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 保育ニーズに対応するため、延長保育や一時保育の充

実を図るとともに、病後児童保育事業等についても、実

施に努めます。 

 

健康福祉課 

 

② 子育て支援センターを拠点に、関係機関による総合的

な子どもと家庭の支援ネットワークを構築し、子育て相

談体制を拡充していきます。 

 

健康福祉課 

 

③ 乳幼児医療費助成制度及びひとり親家庭医療費助成制

度の充実を図るため、所得制限の緩和について県へ要望

します｡ 

 

健康福祉課 
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基本目標 ３ 人権尊重と男女平等の推進 

 

 男女共同参画社会基本法における５つの基本理念は、前述のほかに｢男女の人権の

尊重｣(第３条)、｢社会における制度又は慣行についての配慮｣(第４条)、｢国際的協調｣

(第７条)の３つがあります。男女共同参画社会の形成は、個人としての尊厳が重んぜ

られ、性別による差別的取扱いを受けずに、男女の人権を尊重して行わなければなら

ないとしており、その形成にあたっては、社会における制度や慣行が、性別による固

定的な役割分担等など、男女の社会活動に対して中立なものとなるよう配慮されなけ

ればならないとしています。また、男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取り組みとして密接な関係を有しているため、国際的協調の下に行わなければなら

ないと規定しています。 

 平成13年には、｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律｣が制定

されました。女性に対する暴力を人権に関わる問題として取り上げ、女性に対する暴

力を根絶し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要としています。 

 しかし、制度面での充実が図られる一方、地域社会における現状は、様々な場面で

｢女性と男性の固定的な役割分担｣が強く残っています。地域全体で、また、生涯を通

じて男女が対等な立場で自己表現できるよう、あらゆる場で男女平等を認識させ、性

別による差別的取扱いを受けないような社会の形成が必要です。 
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基本目標 ３ 人権尊重と男女平等の推進 

 

課題(1)  人権・性の尊重 

 

 社会通念や慣習、しきたりの面で男女の不平等を感じています。長い歴史の中で作

られた性別による固定的な役割分担意識からの解放により、性別による差別的取扱い

を受けないような社会の形成を目指します。また、女性は、妊娠や出産など身体的に

男性と異なった健康上の問題に直面します。家庭や会社で身体的な特性を充分理解す

るとともに、未成熟な性や子育て放棄等、無責任な行動につながらないよう意識啓発

を図ります。 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 人権相談業務と併せ行政相談、法律相談も実施して

います。相談業務のさらなる充実を図り、市民の幅広

い活用を促進していきます。 

 

関連各課 

 

② 職員への相談窓口を開設し、より良い職場環境づく

りに努めます。 

                〔４―(1)―③再掲〕 

総務課 

 

③ 思春期は、将来の家庭生活の準備段階であることか

ら、育児体験、命の大切さ、性に関する教育等、幅広

い知識の啓発に努めます。また、生涯にわたる健康や

生活習慣を形成するために大切な時期であり、喫煙、

飲酒、薬物乱用の危険性についての健康教育、保健指

導の充実・強化を図ります。 

 

教育委員会 

健康福祉課 

 

④ 社会的・文化的に形成された性差別は、既に子育て

の段階での意識にも一部起因しています。チェックシ

ートやパンフレットを作成し、ＰＴＡや各種サークル

に配布します。 

 

教育委員会 

健康福祉課 
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基本目標 ３ 人権尊重と男女平等の推進 

 

課題(2)  暴力根絶への取り組み 

 

 ドメスティク・バイオレンス、児童虐待、セクシュアル・ハラスメント等、あらゆ

る暴力について未然に防ぐことができるよう意識啓発を徹底するとともに、悩みを抱

えている人たちの相談窓口、他機関との連絡・協力体制について強化を図ります。 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 虐待の問題を家族単位で捉えて相談、支援を行うファミリ

ー・ソーシャルワークの視点に立ち、虐待をうけている子ど

もへの支援だけでなく、虐待をさせないための親への支援と

サポートを充実するとともに、特に親と子の心のケアに関す

る事業を推進します。 

 

教育委員会 

健康福祉課 

 

② 新生児の疾病や異常を早期発見し治療に結びつけるため

の新生児訪問等を拡充し、母親等の育児不安の軽減ハイリス

ク者の早期把握と支援開始を目的に、訪問件数、相談内容の

向上を図ります。 

 

健康福祉課 

 

③ 児童虐待やＤＶ防止に関する研修に積極的に参加し、適切

な対応方法や判断能力を身につけます。また必要があればケ

ース会議に参加し、他課や他機関との連携を図ります。 

 

健康福祉課 

 

④ ＤＶや児童虐待を発見した際は早期に関係機関へ情報提

供を行うよう市民への周知を図ります｡ 

                〔４―(３)―④再掲〕 

 

健康福祉課 
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基本目標 ３ 人権尊重と男女平等の推進 

 

 

課題(3)  男女平等教育・学習の充実 

 

 

 教育現場における男女差別や不必要な男女区別は、知らず知らずのうちに子どもた

ちに性差別意識を持たせることになります｡男女平等に関する教員研修を充実させ、

児童･生徒が性別にとらわれず、お互いの個性を尊重しながら相手を思いやる心を育

むような教育を強化します。また、生涯を通じて男女がともに対等な立場で自己表現

できるよう、発達段階に応じたあらゆる場(家庭、保育所、幼稚園、学校、地域、職

場など)で学習機会を設け、人生のさまざまな場面で繰り返し男女平等を認識できる

施策を展開します｡ 

計画期間中に実施するもの 主管課 

① 男女共同参画の書籍等を充実させ、利用者へ学習機会を

提供します｡ 教育委員会 

② 男女共同参画社会について、地域コミュニティ(町内会、

自治会、ＰＴＡ、生涯学習会団体等)の要請に基づいて、職

員を講師として派遣します｡ 

                  〔1―(2)―③再掲〕 

総務課 

教育委員会 

人権啓発課 

③ 性別にとらわれることなく、個人の能力と適正に合わせ

た進路指導を行うように、学校に指導していきます｡ 教育委員会 

④ 教科用の図書の選定にあたっては、記述や挿絵について

男女共同参画の視点を取り入れて選定します｡ 教育委員会 

⑤ 男女差別や不必要な男女区別について、正しい概念を学

校に指導していきます｡ 教育委員会 

⑥ 自主グループと連携し、男女共同参画社会に関する講演

会やセミナーを開催し、学習機会の充実を図ります｡ 

                 〔４―(２)―①再掲〕 

教育委員会 
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課題(4)  だれもが利用しやすい施設の整備 

 

 施設の利用については、だれでもトイレの改修やベビ－ベット、ベビ－カ－の設置

など、利便性が図られていますが、今後も、乳幼児を連れた人から、障害者、高齢者

に至るまで、あらゆる人が利用しやすい施設の整備を推薦します。 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 乳幼児から高齢者まで、誰もが利用しやすい施設を目

指します｡特に、新施設の建設にあたっては、ユニバーサ

ルデザイン化を推進します｡ 

 

関連各課 

 

② ベビーカー、ベビーベットが利用できることを表示す

るなど、利用者がより良い利用ができるよう周知に努め

ます｡ 

 

関連各課 

 

③ 高齢者や障害者に配慮した、見やすく、使いやすいホ

ームページの作成に努めます｡ 

 

情報課 

 

基本目標 ３ 人権尊重と男女平等の推進 
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基本目標 ３ 人権尊重と男女平等の推進 

 

課題(5)  国際理解と交流の推進 

 

 男女平等は日本人に限ったものではありません｡性差別のみならず人種差別や民族

差別をなくし、全ての人々がお互いを理解し、認め合うことが大切です。外国人との

交流を実施して国際理解を推進するとともに、外国人も暮らしやすい環境の整備や支

援策を実施します｡ 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 外国の日常生活に密着した男女平等感覚を学習す

ることにより、男女平等の意識を高めます｡ 

 

教育委員会 

総務課 

 

② 外国人住民も生活しやすくなるように、ＰＲパンフ

レットなどの外国語版を作成します｡ 

 

関連各課 

 

③ 外国人住民が利用しやすくなるように、公共施設の

表示板に外国語標記を取り入れます｡ 

 

関連各課 
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基本目標 ４ 推進体制の整備 

  

  

 男女共同参画社会の実現をめざしてこの計画を実行していくためには、推進体制を

確立し、総合的かつ横断的に施策を推進していくことが必要です｡計画の実効性を高

めるため職員の理解を深め、各課の連携を強化し、全庁の取り組みとして展開を図り

ます｡ 

 さらに計画の実施にあたっては、庁内の取り組みだけでなく、市民や団体、事業所

との連携も必要です。市民参画のもと、計画の進行管理、評価、見直しを行うなど、

協働体制を整えていきます｡ 

 また、法律や制度の整備など、市だけでは解決できないさまざまな問題については、

国や熊本県へ積極的に働きかけるとともに、情報の収集や共有を図ります｡ 
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基本目標 ４ 推進体制の整備 

 

課題(1)  庁内推進体制の充実 

 

 男女平等施策を地域に浸透させるには、行政が率先して取り組むことが必要です｡

性別にとらわれない職員配置や、職場内における役割分担の見直しなど、男女平等の

職場環境づくりに努めます｡また、各施策を進めるにあたっては、市役所職員一人ひ

とりが男女平等の意識を持ち、市役所全体が男女共同参画を積極的に推進する職場の

モデルとなるよう、職員への意識啓発を図ります｡ 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 新任研修に、男女共同参画に関する研修を導入し、市役所

において職員に対する男女共同参画研修を実施します｡ 

 

総務課 

 

② 次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画

に基づき、男性、女性職員ともに育児・介護休業を取得しや

すい職場環境を形成し、職員が家庭責任を果たすことによ

り、男女共同参画意識を高めていきます｡ 

 

総務課 

 

③ 職員の相談窓口を設置し、より良い職場環境づくりに努め

ます｡ 

                〔３―(１)―②再掲〕 

総務課 

 

④ 男女共同参画についての庁内報の作成、用語マニュアルの

整備、職員意識調査を実施するなど、男女共同参画に対する

職員意識の高揚に努めます｡ 

 

人権啓発課 
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⑤ 職場内における固定的な役割分担の有無や、男女共同参画

に対する意識についてのチェック表を作成します｡ 

 

人権啓発課 

 

⑥ チェック表をもとに、各課の現状を把握するためのチェッ

クを行います｡また、この評価結果に基づき，男女問わず昔

からの慣行の見直しや男女共同参画に対す意識啓発に努め

ます｡ 

 

人権啓発課 

 

⑦ 登用機会は平等にあるものなので、公正性を確保します。 

 

総務課 

 

⑧ 個人として尊重しあい、快適に働いていくための職場環境

や体制作りにつとめます。また、お互いの信頼感を得るため

にも、自己研鑽に励み自助努力をし、最大限に能力を発揮で

きるような思いやりのある人間環境を整えます｡ 

 

全課共通 
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基本目標 ４ 推進体制の整備 

 

課題(2)  市民の連携・協働体制の充実 

 

 計画の推進にあたっては、行政の推進体制を強化するのみではなく、市民と一体と

なって取り組むことが必要です｡市民の意見を積極的に反映させていくよう、市民と

の連携・協働体制の一層の充実を図ります｡ 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① 自主グループと連携し、男女共同参画社会に関する

講演会やセミナーを開催し、学習機会の充実を図りま

す｡ 

              〔３―(３)―⑥再掲〕 

教育委員会 

 

② ｢男女共同参画推進審議会｣の機能を充実させ、市民

の意見を積極的に反映させていく体制を確立します｡ 

 

人権啓発課 

 

③ あらゆる情報媒体を使って、市民からの意見や提案

などの情報を収集し、男女共同参画施策へ反映させま

す。 

 

人権啓発課 
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基本目標 ４ 推進体制の整備 

 

課題(3)  関係機関との連携 

 

 男女共同参画社会の形成は、他の自治体においても重要課題であることから、他市

町村との情報交換や施策の共同運営などの推進を図るとともに、国や熊本県にも情報

提供を求めるなど連携体制を深めます｡ 

 

計画期間中に実施するもの 主管課 

 

① ハローワーク等の関係機関と連携を進め、労働環境に

ついての情報収集を行います｡ 

                〔２―(１)―②再掲〕 

企画振興課 

 

② 商工会等と協力し、平等な労働環境が確保されるよう

各事業所へ情報を提供します。 

                〔２―(１)―③再掲〕 

商工観光課 

 

③ 阿蘇警察署と連携し、女性や児童生徒に対する犯罪防

止等に係る取り組みを支援します｡ 

 

関連各課 

 

④ ＤＶや児童虐待を発見した際は早期に関係機関へ情報

提供を行うよう市民への周知を図ります｡ 

                〔３―(２)―④再掲〕 

健康福祉課 

 

 


